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補正項目 

補正項目及び補正箇所は下表のとおり。 

補正項目 補正箇所 

Ⅱ．工事工程表 

 

Ⅲ．変更を必要とする理由を記載した書類 

 

Ⅳ．核原料物質，核燃料物質及び原子炉の規制に関

する法律第 43 条の 3 の 9 第 1 項の認可の申請

をした年月日を記載した書類 

 

Ⅴ．添付書類 

「３．補正前後比較表」 

 

「３．補正前後比較表」 

 

「３．補正前後比較表」 

 

 

 

「３．補正前後比較表」 
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２．補正を必要とする理由を記載した書類 

補正を必要とする理由 

 令和 4 年 3 月 1 日付け発室発第 173 号にて申請した工事計画認可申請書について，核原

料物質，核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第 43 条の 3 の 9第 1 項の認可の申請を

一部補正することから，「核原料物質，核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第 43 条の

3 の 9 第 1 項の認可の申請をした年月日を記載した書類」に必要な事項を追加する。あわせ

て，記載の適正化を実施する。 
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３．補正前後比較表 
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東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

Ⅱ． 工事工程表 

 

既申請版（2022/3/1 申請）(変更前) 変更後 変更理由 

  

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

（現地工事期間，検

査時期の見直し） 
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東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

Ⅲ． 変更を必要とする理由を記載した書類 

 

既申請版（2022/3/1 申請）(変更前) 変更後 変更理由 

  

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

（変更の理由の明確

化） 
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東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

Ⅳ． 核原料物質，核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第43条の3の9第1項の認可の申請をした年月日を記載した書類 

 

既申請版（2022/3/1 申請）(変更前) 変更後 変更理由 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 
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東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

Ⅴ． 添付書類 

 

既申請版（2022/3/1 申請）(変更前) 変更後 変更理由 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

（関連添付書類の追

加） 

 
8



４．補正内容を反映した書類 
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Ⅱ．工事工程表 

 

第 1 表 工事工程表 

※ 検査時期は，工事の計画の進捗により変更になる可能性がある。 

 

  

 2023 年度 2024 年度 

1 月 2 月 3 月 4 月 

計測制御 

系統設備 

現地工事期間     

検
査
可
能
時
期 

構造，強度又は漏

えいに係る試験を

することができる

状態になった時 

  
   ◇ 

   ※ 
 

工事の計画に係る

全ての工事が完了

した時 

  
   ◇ 

   ※ 
 

放射線管理

設備 

現地工事期間     

検
査
可
能
時
期 

構造，強度又は漏

えいに係る試験を

することができる

状態になった時 

  
   ◇ 

   ※ 
 

工事の計画に係る

全ての工事が完了

した時 

  
   ◇ 

   ※ 
 

年月 

項目 
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Ⅲ．変更を必要とする理由を記載した書類 

 

 二次格納施設バウンダリ機能の信頼性向上のための原子炉棟換気系のダクト改造を含め

た系統構成の変更に伴い，原子炉建屋換気系（ダクト）放射線モニタを移設する。当該放

射線モニタの移設に伴い，溢水防護区画が変更になるため，溢水防護上の区画番号を変更

する。 
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Ⅳ．核原料物質，核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第 43 条の 3 の 9 第 1 項の認可

の申請をした年月日を記載した書類 

 

  当該事業用電気工作物に係る核原料物質，核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律

第 43 条の 3の 9 第 1 項の認可の申請をした年月日は以下の通り。 

 

  東海第二発電所 

   設計及び工事計画認可申請書番号 

    発室発第 172 号（令和 4年 3 月 1 日） 
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Ⅴ．添付書類 

「原子力発電工作物の保安に関する省令第 15 条第 1 号の規定に基づく指示について」

（平成 25 年 7 月 8 日原規技発第 1307081 号・20130628 商第 22 号）により，原子力規制

委員会及び経済産業大臣から添付することを要しない旨指示のあった以下の添付書類に

ついては，添付を省略する。 

省略した添付書類 

・設備別記載事項の設定根拠に関する説明書

・安全設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書

・原子力発電所の火災防護に関する説明書

・計測装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明

書

・工学的安全施設起動（作動）信号の起動（作動）回路の設定値の根拠に関する説

明書

・放射線管理用計測装置の構成に関する説明書

・放射線管理用計測装置の検出器の取付箇所を明示した図面並びに計測範囲及び

警報動作範囲に関する説明書

・耐震性に関する説明書

・品質保証に関する説明書

・制御方法に関する説明書

・中央制御室の機能に関する説明書
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